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○ 建 設 省 告 示 第   号 
建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 四 十 四 条 第 四 号 イ の 規 定 に 基 づ き 、 遊 戯 施 設

の 客 席 部 分 の 構 造 方 法 を 次 の よ う に 定 め る 。 

平 成  年  月   日 

                                     建 設 大 臣 中 山 正 暉 

  遊 戯 施 設 の 客 席 部 分 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 

第 一 遊 戯 施 設 の 客 席 部 分 の 構 造 方 法 は 、 平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第   号 の 別 表 第 一 （ 以 下 「 別 表 第 一

」 と い う 。 ） の 遊 戯 施 設 の 種 類 の 欄 各 項 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 定 常 走 行 速 度 及 び
こ う

勾 配 が そ れ ぞ れ 同 表 の

定 常 走 行 速 度 の 欄 及 び
こ う

勾 配 の 欄 各 項 に 掲 げ る 数 値 以 下 の 遊 戯 施 設 及 び 同 告 示 の 別 表 第 二 （ 以 下 「 別 表 第

二 」 と い う 。 ） の 遊 戯 施 設 の 種 類 の 欄 各 項 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 定 常 円 周 速 度 及 び 傾 斜 角 度 が そ れ ぞ れ 同

表 の 定 常 円 周 速 度 の 欄 及 び 傾 斜 角 度 の 欄 各 項 に 掲 げ る 数 値 以 下 の 遊 戯 施 設 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適

合 す る 構 造 と す る こ と と す る 。 

一 別 表 第 一 項 及 び 項 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 構 造 と
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す る こ と 。 
イ 次 の か ら ま で に 掲 げ る 客 席 部 分 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ か ら ま で に 定 め る 構 造 の 側 壁 そ の

他 こ れ に 類 す る も の （ 以 下 「 側 壁 等 」 と い う 。 ） を 客 席 部 分 に 設 け 、 か つ 、 乗 降 口 に 扉 （ 施 錠 す る 装

置 を 設 け た も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） を 設 け た も の 

 客 席 部 分 の 人 が 座 席 に 座 っ て 利 用 す る も の で 、 地 盤 面 （ 客 席 部 分 の 外 側 に 十 分 な 広 さ の 床 が あ る

場 合 に あ っ て は 、 当 該 床 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 客 席 部 分 ま で の 高 さ が 五 メ ー ト ル 未 満 の 客 席 部 分 床

面 か ら の 高 さ が 五 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 で 、 か つ 、 座 席 面 か ら の 高 さ が 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上

の 側 壁 等 

 客 席 部 分 の 人 が 座 席 に 座 っ て 利 用 す る も の で 、 地 盤 面 か ら 客 席 部 分 ま で の 高 さ が 五 メ ー ト ル 以 上

の 客 席 部 分 床 面 か ら の 高 さ が 八 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 で 、 か つ 、 座 席 面 か ら の 高 さ が 四 十 セ ン チ

メ ー ト ル 以 上 の 側 壁 等 

 客 席 部 分 の 人 が 立 っ て 利 用 す る 客 席 部 分 床 面 か ら の 高 さ が 一 ・ 一 メ ー ト ル 以 上 の 側 壁 等 

ロ シ ー ト ベ ル ト そ の 他 客 席 部 分 に い る 人 が 客 席 部 分 か ら 落 下 す る こ と を 防 止 す る 設 備 （ 以 下 「 シ ー ト
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ベ ル ト 等 」 と い う 。 ） を 設 け た も の 
ハ 定 常 速 度 又 は 定 常 円 周 速 度 が 毎 時 十 二 キ ロ メ ー ト ル 未 満 、

こ う
勾 配 が 二 度 未 満 で 、 か つ 、 地 盤 面 か ら 客

席 部 分 ま で の 高 さ が 二 メ ー ト ル 未 満 の も の に あ っ て は 、 手 す り そ の 他 客 席 部 分 に い る 人 が 自 ら 体 を 支

え る こ と が で き る 設 備 （ 以 下 「 手 す り 等 」 と い う 。 ） を 設 け た も の 

二 別 表 第 一 項 及 び 項 並 び に 別 表 第 二 項 か ら 項 ま で に 掲 げ る 遊 戯 施 設 で 次 の イ か ら ハ ま で の い ず

れ か に 該 当 す る も の に あ っ て は 、 客 席 部 分 に い る 人 の 体 を 確 実 に 客 席 部 分 に 固 定 す る 設 備 を 設 け る こ と 。 

イ 客 席 部 分 が 四 十 五 度 以 上 傾 斜 す る も の （ 事 故 等 で 停 止 し た 場 合 に 客 席 部 分 の 人 が 客 席 か ら 落 下 す る

こ と な く 速 や か に 客 席 部 分 が 水 平 に 戻 る も の 又 は 客 席 部 分 を 壁 又 は 囲 い で 囲 う 等 客 席 部 分 の 人 の 客 席

部 分 の 外 へ の 落 下 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ た も の を 除 く 。 ） 

ロ 客 席 部 分 に 床 が な い も の 

ハ 遊 戯 施 設 の 走 行 又 は 回 転 に よ り 客 席 部 分 の 人 が 客 席 部 分 に 座 面 に 対 し 垂 直 方 向 に 及 ぼ す 力 が 零 と な

る も の 

三 別 表 第 一 項 及 び 項 並 び に 別 表 第 二 項 か ら 項 ま で に 掲 げ る 遊 戯 施 設 で 前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の
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も の に あ っ て は 、 シ ー ト ベ ル ト 等 及 び 手 す り 等 を 設 け る こ と 。 
四 別 表 第 一 項 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 高 さ を 五 十 セ ン チ メ ー ト ル （ 客 席 部 分 の 人 に 走 行 方 向 に

直 交 す る 方 向 に 遠 心 力 が 作 用 す る 部 分 に お い て は 、 さ ら に 当 該 遠 心 力 に よ り 客 席 部 分 の 人 が 外 に 飛 び 出

さ な い た め に 必 要 な 高 さ を 加 え る も の と す る 。 ） 以 上 と し た 側 壁 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 部

分 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 客 席 部 分 へ の 乗 入 口 

 客 席 部 分 か ら の 出 口 （ 当 該 出 口 の 直 前 一 ・ 五 メ ー ト ル 以 上 の 部 分 を 直 線 と し 、 か つ 、 当 該 出 口 に 深

さ を 八 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 、 当 該 出 口 の 先 端 か ら の 長 さ を 六 メ ー ト ル （ 安 全 上 支 障 な い 場 合 に お い て

は 、 三 メ ー ト ル ） 以 上 と し た プ ー ル を 設 け た 場 合 に 限 る 。 ） 

 客 席 部 分 の 両 側 に 落 下 防 止 用 の 張 り 出 し 部 分 が 設 け ら れ て い る 部 分 （ 曲 線 部 分 を 有 し な い も の に 限

る 。 ） 

五 別 表 第 二 項 か ら 項 ま で に 掲 げ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 シ ー ト ベ ル ト 等 及 び 手 す り 等 を 設 け る こ と 。

た だ し 、 別 表 第 二 項 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 （ 第 一 号 イ 又 は ロ の い ず れ か に 該 当 す る 構 造 と し た も の に 限 る 。
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） で 定 常 円 周 速 度 が 毎 分 二 百 メ ー ト ル 以 下 の も の に あ っ て は 、 シ ー ト ベ ル ト 等 を 設 け る こ と を 要 し な い 。 
六 別 表 第 二 項 に 掲 げ る 遊 戯 施 設 に あ っ て は 、 客 席 部 分 を 壁 、 床 、 天 井 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の で 囲

い 、 か つ 、 乗 降 口 に 扉 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 地 盤 面 か ら 客 席 部 分 ま で の 高 さ が 十 メ ー ト ル 以 下 の も の

で 第 一 号 イ に 該 当 す る 構 造 と し た も の に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 二 客 席 部 分 に は 、 遊 戯 施 設 の 使 用 の 制 限 に 関 す る 事 項 を 掲 示 す る こ と 。 た だ し 、 乗 り 場 に お い て 当 該 事

項 を 掲 示 し た 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

   附 則 

 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 


